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 学校教育は、生徒・職員の安全が確保されてはじめて成立する。そのためには、

日常的に安全管理に努め、生徒・職員の生命と安全の確保することが不可欠で あ

る。 

 そこで、生徒に対して危機を予知・回避する安全教育を行い、生徒が自ら考えて

安全な行動ができるような態度や能力を育成する必要がある。職員は、生徒の安全

教育を行うとともに、発生時の対応の仕方などについて修得しておく必要がある。 

 職員は、マニュアルを熟知し、危機回避及び緊急時への対応力を身に付けておか

なければならない。 
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Ⅰ 安全管理体制の確立について 

 １ 安全管理の目的および手順 

 (1)安全管理の目的 

   ①生徒と職員の生命を守る。 

   ②生徒と職員の信頼関係を維持し、日常の組織・運営を保持する。 

   ③学校に対する保護者や地域社会からの信用や信頼を保持する。 

 (2)安全管理の手順 

   ①危機を予知・予測する。②事件・事故の未然防止に向けた取組を行う。  

   ③発生した事件・事故へ対応する。④事件・事故後の措置を行う。 

 (3)緊急対応マニュアルの作成上の留意点 

    緊急対応のマニュアル作成に当たっては以下のことについて留意する。 

   ア．最悪のケースを想定すること 

      緊急性があり、保護者への対応や関係機関との連携等、組織的な対応が 

    必要であることを想定する。 

     イ．緊急時の対応や手順、役割分担等を明記すること 

      対応の仕方や手順を明記すること。ただし、状況によって職員の臨機応

変の対応が求められる場合もあるので、マニュアルが絶対的なものではない

ことを全職員が理解しておく。 

   ウ．緊急連絡先一覧表の作成 

      生命に関わること、事故等の緊急の事態に備え、緊急連絡先一覧表を作 

        成し職員が見やすい場所に掲示する。 

   エ．学校保健・安全計画、防災計画書の作成 

 ２ 緊急時の対応 

    事件・事故等の緊急の事態が発生した場合、以下の対応が大切である。 

   ア．冷静な判断と対応 

     マニュアルに示された手順を確認し、優先順位を意識した行動をとること。 

   イ．校長・教頭のリーダーシップの発揮 

      事件・事故等の緊急事態が発生した場合、校長・教頭は状況を的確に把

握し、適切な判断を行い、緊急対応を行うことを全職員に明確に伝える。 

また、的確な対応を行うための対策本部を設置し、情報の収集・整理、

対応方針の決定を行う。 

   ウ．正確な情報収集と共有 

      事件・事故発生時に周囲にいた生徒や職員から正確な情報を迅速に集   

        め、対策本部にて整理し、全職員で情報の共有化を図る。 

   エ．組織的な対応と連携 

      対策本部での決定事項を全職員に伝え、学校全体で組織的に対応できる 

        体制をつくる。必要に応じて保護者や地域と連携を図る。教育庁や警察等  

       に連絡し今後の対応への助言や指示を受ける。 

   オ．報道機関への対応 

           教育庁の助言・指示を受けながら対応する。取材の要請があった場合は、 

        校長や教頭が対応する（窓口を一つにする）。 

     ａ．情報の公開に努めること 

       事件・事故等について事実を公開する姿勢で対応する。その際、個人 

          情報や人権等に最大限に配慮し、プライバシーの保護などの理由で公開  

         出来ない場合は、その旨を説明して理解を求める。 



 

 

     ｂ．誠意ある対応に努めること 

       学校の対応状況や今後の方針について、広く保護者や地域に説明する。 

          学校と報道機関との関係が協力的なものとなるように努める。 

     ｃ．公平な対応に努めること 

       いずれの報道機関に対しても公平に情報を提供する。 

 

 

 ３ 事件・事故発生時の対応チャート 

 
  事件・事故発生 
 
 
 発見・通報 

                   ※校長が不在の場合教頭が判断・指示をする 
 
 

 

 

 

 

 負傷生徒への措置 

 ・応急措置 
 ・救急車の要請 
 ・事情の聴取 

 

 

 

 

周囲の生徒への措置 

・動揺をしずめる 
・事実の確認 

 

 

 
 現場の保存 

 
 

 

  情報の集約 

 緊急対応の周知 

 

 
 緊急連絡 

 
 

 

負傷生徒の保護者 

・事実の連絡 
・搬送先の病院 

 

 

 

県立学校教育課 

・事実の連絡 

 

 

 

 

警 察 

・事実の連絡 
(事件性等で判断) 

 

 

 

 

 

 

 

対策本部の設置 

・事実の整理 
・対応方針の決定 
・役割分担の決定 
・記録 

 

 

 

 

 

 緊急職員会議 

 ・情報の共有化 
 ・役割分担 
 ・注意事項の確認 

 

 
 

 

 

 

 

 教育庁との連携  関係機関との連携  ＰＴＡ・地域との連携  

 

 

 

 問題の背景分析  報告書の作成・提出 

 

 

関係機関と連携の継続 

 

再発防止への取組 



 

 

Ⅱ 事項別安全管理について 

 １ 学校生活中の安全管理 

 (1)実習・実験等授業中の事故 

   ア．事故の予防 

    ａ．施設・設備の点検を定期的に行う（機器等の点検と補修、薬品・農薬等 

          の適正な管理保管）。 

    ｂ．無理のない指導計画を立て、安全に関わる指導内容を計画の中に位置付 

          ける。 

    ｃ．実習・実験前の注意事項の周知徹底。 

   イ．発生した事故への対応 

    ａ．総ての実習・実験を安全に留意しながら中止を指示する。 

    ｂ．生徒の負傷の有無、機具や施設の被害の程度を確認する。 

    ｃ．ガス漏れや火災等の二次災害が予測される場合は避難を指示する。 

    ｄ．近くにいる職員や養護教諭に応援を依頼する。 

    ｅ．管理者に連絡する。 

    ｆ．負傷した生徒の応急措置を行うとともに、負傷の程度により救急車を要 

          請する。 

    ｇ．保護者に連絡し、生徒の様態や事故の状況、搬送先、学校の対応等につ 

          いて説明する。 

 

 (2)部活動中の事故 

   ア．事故の予防 

    ａ．施設・設備の定期的な点検を行う（機器の点検と補修）。 

    ｂ．無理のない指導計画を立て、部活動を行う前に注意事項を守ることの指 

     導を徹底する。    

    ｃ．部員の健康状態を常に把握する。 

    ｄ．指導者がやむを得ず活動の場に不在の場合、活動を中止するか、部員だ 

          けでも安全に活動できる練習内容を明確に指示する。 

    ｅ．活動場所の整備や安全確保のための約束事を決め、安全に対する意識を 

     高める。 

     イ．発生した事故への対応 

    ａ．連絡を受けた職員は、負傷の程度を確認し可能な応急措置を施す。 

    ｂ．他の職員が救急車の出動を要請し、到着するまでは他の部員から事故の 

     状況に関する情報を収集する。 

    ｃ．管理職に連絡する。 

    ｄ．保護者に連絡し、生徒の様態や事故の状況、搬送先、学校の対応等につ 

     いて説明する。 

 

 (3)登下校時の事故 

   ア．事故の予防。 

    ａ．日常的に交通安全教育の充実に努める。 

    ｂ．学校周辺の通学路の点検を行い、危険個所があれば道路管理者等へ連絡 

     し改善をお願いする。 

    ｃ．危険個所を把握し、生徒への周知徹底を行う。 

 



 

 

     イ．発生した事故への対応 

    ａ．事故発生の連絡を受けた職員は、消防署や警察への通報の確認を行い、 

     未通報の場合は通報する。 

    ｂ．管理職に連絡する。 

    ｃ．現地へ到着した職員は、救急車が未到着の場合は応急措置を行う。 

    ｄ．現地の職員は、被害生徒の氏名、負傷の状況、救急車での搬送先を確認 

     する。 

    ｅ．現場に残った職員は、警察の現場検証に立ち会い、事故の状況把握に努 

     める。 

    ｆ．学校で待機している職員は、現場からの報告に基づいて保護者へ連絡し、 

     事故の発生、負傷の状況、搬送先を伝える。 

 

 (4)金品の紛失・盗難 

   ア．紛失・盗難の予防 

    ａ．日頃から授業等を通して金銭感覚を醸成する指導を行う。 

    ｂ．学級、全体指導を通して、貴重品や必要以上の金額を持たないように注 

     意を喚起する。 

    ｃ．学級、全体指導を通して、道徳性を高める。 

     イ．紛失・盗難が発生した場合の対応 

    ａ．被害生徒からの事実の確認を行う（盗まれた物、気づいた時の状況など）。 

    ｂ．警察届け出ることを原則とし、被害状況から判断し、届け出る場合には 

     現場の保存に努める（被害届の提出については、生徒と保護者の意向を 

     尊重する）。 

    ｃ．被害の程度により、学級や全体指導を行う（事実を説明し、生徒間に不 

     信感が生じないように配慮する）。 

    ｄ．盗難行為実行者と思われる生徒への事情聴取は、人権やプライバシーの 

     保護に配慮しながら慎重に行う。 

    ｅ．盗難実行者が特定できた場合は、行為の重大さを認識させ、謝罪等につ 

     いて共に考えながら指導する。 

    ｆ．被害生徒の保護者に事実と指導の状況を説明し、学校の指導への協力を 

     依頼する。加害生徒の保護者に対して事実を伝え、謝罪等今後の対応に 

     ついて協議し、盗難行為の背景を共に考える。 

 

２ 学校管理面での安全管理 

 (1)台風来襲時の対応 

   ア．日頃の災害予防対策 

    ａ．教科の学習等で台風に対する意識を高め、台風時の的確な行動について 

     の指導を行う。 

    ｂ．日頃から学校周辺の通学路の安全点検を行う。 

    ｃ．校内施設・設備の安全点検を定期的に行い必要な対策を行う。 

     イ．接近中の対策 

    ａ．防災委員会の開催（生徒の事前指導、校内の安全対策について）。 

    ｂ．休校の措置について校長が決定する。 

    ｃ．生徒に対し、暴風警報発令時の臨時休校や警報解除後の出校、安全の確 

     保について十分に事前指導を行った上で下校させる。 



 

 

    ｄ．農場部や環境・保健部を中心に強風、大雨等への対策を行う。 

     ウ．警報解除後の対応 

    ａ．農場部や環境・保健部を中心に被害状況の調査と授業再開に向けた復旧 

     作業を行う。 

    ｂ．授業再開後、強風と雨がおさまったら、状況に応じて清掃を行う。 

 

資料 

 １．暴風警報解除に伴う生徒の出校について 

  ア．午前７時までに解除された場合・・・通常通りの授業を行う。 

  イ．午前８時までに解除された場合・・・２校時から授業を開始します。 

  ウ．午前８時から正午までに解除された場合・・・解除から２時間後までに登校します。 

  エ．正午以降に解除された場合・・・引き続き臨時休業にします。 

   ※校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、校休の措置をとることができる  

 ２．職員の業務について（平成 13 年 11 月５日教県第 2609 号） 

  ア．業務の停止措置について 

      業務の停止時期について、校長が次の二つの要件を満たすことにより判断する。  

     ａ．当該区域が３時間以内に暴風域に入ることが予想されるとき。 

     ｂ．当該区域において、バスの運行が停止することが明らかなとき。 

   イ．業務の再開措置について 

       校長は、次の二つの要件のうちいずれかを満たしかつ台風による事故発生のおそれ 

  がなくなったと判断した場合は、停止した業務を速やかに再開するものとする。  

     ａ．当該区域が暴風域外となったとき。 

     ｂ．当該区域においてバスの運行が再開されたとき。 

       なお、業務の再開時刻が勤務時間終了前３時間以内になる場合にあっては、業務を  

      再開しなくてもよいものとする。 

 

 (2)地震災害時の対応 

   ア．平常時の災害予防対策 

    ａ．本県でも地震は発生していることを生徒に周知させる。 

    ｂ．マニュアルに基づいた防災体制、施設・設備の管理体制を確立する。 

    ｃ．避難訓練を実施し地震発生時に冷静に行動できるようにするとともに、 

     危険箇所を把握し改善する。 

    ｄ．可燃物や混触発火の恐れのある薬品等が、転倒や落下しないように防止 

     策を講じる。 

     イ．発生時の対応 

    ａ．授業中の場合、担当職員は揺れを感じたら、生徒に窓際から離れて机の 

     下にもぐるように指示する。 

    ｂ．特別教室等で火気を使用している場合は、直ちに消火し、ガスの元栓を 

     閉める。 

    ｃ．揺れが収まったら、救護や避難活動の円滑な実施ができるように迅速に 

     情報収集を行う。 

    ｄ．授業担当職員は、生徒の負傷の有無、負傷の程度、避難経路の安全性等 

     を確認する。 

    ｅ．授業担当以外の職員は、分担して各教室に急行し、授業担当職員から生

徒の状況について確認する。避難場所（グラウンド）、避難経路の安全性

を確認し、管理者に報告する。 



 

 

    ｆ．授業担当以外の職員は、養護教諭と連携して状況に応じて生徒・職員に 

     応急措置を行う。 

    ｇ．揺れが収まり、避難場所、避難経路の安全性が確認できたとき、校内放 

     送や職員を通して避難の指示を行う。 

       ｈ．生徒や職員の負傷の程度によっては救急車の出動を要請し、養護教諭を 

     中心に救護班を組織して対応する。 

 

 (3)津波災害時の対応 

   ア．平常時の災害予防対策 

    ａ．津波の危険性（地震が近くで発生していなくても襲来する恐れがある等) 

    を生徒に周知させる。 

    ｂ．マニュアルに基づいた防災体制、施設・設備の管理体制を確立する。 

    ｃ．避難訓練を実施し津波発生時に冷静に行動できるようにするとともに、 

     危険箇所を把握し改善する。 

    ｄ．標高の高い避難場所を日頃から認識させる手立てを講じる。 

     イ．発生時の対応 

    ａ．授業中に大津波警報が発令され、津波の到達が直近の場合、各クラスご 

     とに、迅速に避難場所であるカママ嶺公園へ移動するよう、校内放送や   

         職員を通して、生徒及び職員に指示する。 

    ｂ．授業中に大津波警報が発令され、津波の到達に時間を要する場合、迅速 

     にグラウンドへ集合するよう、校内放送や職員を通して、生徒及び職員 

     に指示し、人数確認後、規模に応じて避難場所を検討する。 

    ｃ．実習中の場合、実習担当職員に連絡を取り、情報を伝えると共に、最適 

     な避難方法を選択し避難する（海上に船舶でいる場合に沖へ避難する、 

     第二農場における避難場所への誘導等）よう指示する。実習担当職員は、 

          生徒を掌握し、避難場所へ誘導し、管理者に報告する。 

    ｄ．授業担当以外の職員は、避難場所に急行し、授業担当職員から生徒の状 

     況について確認し、管理者に報告する。 

    ｅ．救護や避難活動の円滑な実施ができるように迅速に情報収集を行う。 

    ｆ．生徒や職員の遭難の程度によっては救急車の出動を要請し、養護教諭を 

     中心に救護班を組織して対応する。 

 

 

 

 



 

 

 (4)火災発生時の対応 

   ア．平常時の災害予防対策 

    ａ．マニュアルに基づいた防災体制や火災報知器、放水施設、消火器等の点 

     検を定期的に行う。 

    ｂ．防火訓練を行う（初期消火訓練、避難訓練）。 

    ｃ．可燃物や混触発火の恐れのある薬品等の保管場所に施錠する。 

    ｄ．火災発生時に持ち出す書類を確認しておく。 

     イ．発生時の対応 

    ａ．火災発見者は、近くの職員に知らせるか非常ベルで火災発生を通報する。 

    ｂ．職員は、消火器を持って現場に急行し、初期消火を行う。１１９番通報 

     し出動要請を行う。 

    ｃ．初期消火で消火出来なかった場合、校内放送により、生徒へ火災の発生 

     を伝え、避難経路と避難場所（グラウンド）を指示し、避難させる。 

    ｄ．避難場所では、生徒の点呼、確認、報告をする。 

    ｅ．負傷者がいる場合、養護教諭を中心に処置を行い、負傷した生徒の氏名、 

     負傷の状況、救急車での搬送先を確認する。 

    ｆ．保護者へ連絡し、火災の発生、生徒の負傷の状況、搬送先を伝える。 

 (5)不審者の侵入への対応 

   ア．平常時の予防対策 

    ａ．誘導標識を設置して、外来者を玄関へ案内する。（「校内事故防止の為

来校の際は事務室までご連絡下さい」） 

    ｂ．外来者への声かけを行う。（「どちらにご用ですか」） 

    ｃ．事務室窓口に来校者受付名簿を設置する。 

    ｄ．正門、裏門周辺への看板の設置。 

    ｅ．門扉は、閉鎖の状態にする。 

      ○正門 

・生徒の登下校は正門を利用する。 

           ・登下校時は開き、校時中は閉める。車両の出入り後は速やかに閉める。 

           ○裏門 

             ・車両の出入り時以外は常時閉める。 

     ｆ．登下校時および校時中は全職員で注意する。 

    ｇ．正門、裏門、塀等の定期的な点検と補修を行う。 

       ｈ．緊急時における安全確保の対策として、ケースごとにフローチャート等 

     でマニュアルを作成する。 

    ｉ．警察署に学校周辺のパトロールを要請する。 

     イ．生徒の指導対応 

    ａ．登下校について。 

      ○学校の行き帰りは、できるだけ友人と一緒にする。 

      ○学校には正門から入る。 

    ｂ．不審者に対して。 

      ○変な人には近づかない。 

      ○明らかに変な人なら、近くにいる先生か、近くの準備室にいる先生に 

      連絡する。 

      ○襲われそうになったり、襲われたら「助けて」と大きな声で叫ぶ。 

      ○急いで１１０番通報を行う。      



 

 

   ウ．学校へ刃物等の凶器を持った者が乱入した場合の対応 

    ａ．不審者周辺の生徒を避難させる。 

    ｂ．職員室にいる教頭へ通報する。 

    ｃ．近くにいる職員や近くの準備室の職員へ応援を要請する。 

    ｄ．職員・生徒で可能な限りの防御を行う。 

    ｅ．警察１１０番、消防１１９番（負傷者が出た場合）への通報と不審者乱 

     入の校内放送を行う。 

    ｆ．職員の現場への応援と現場の確認・状況の報告を行う。 

    ｇ．生徒を避難させ、養護教諭を中心に負傷者の応急措置を行う。 

       ｈ．負傷した生徒の保護者へ連絡する。 

     エ．不審者侵入の連絡を受けた場合の対応 

    ａ．職員が声かけ等により不審者かどうか確認する。 

    ｂ．不審者と判断したら、周辺の生徒を避難させる。 

    ｃ．職員室にいる教頭へ連絡する。 

    ｄ．近くにいる職員や近くの準備室の職員へ応援を要請する。。 

    ｅ．職員の応援と現場の確認・状況の報告を行う。。 

    ｆ．必要に応じて、教頭が警察へ通報する。 

    ｇ．必要に応じて、校内放送により不審者の侵入を伝達する。 

       ｈ．職員は生徒の安全を確保する。 

    ｉ．授業中の場合、生徒を教室に留めて施錠する。 

    ｊ．休み時間の場合、担任は生徒を教室に入れて確認を行い施錠する。 

 

 (6)農薬・薬品の紛失・盗難への対応 

   ア．紛失・盗難の予防対策 

    ａ．担当教師は、日頃から毒物、劇物に関する理解を深めておく。 

    ｂ．農薬・薬品の出し入れ後は常に施錠し、鍵はきちんと保管し、安全な管 

     理に努める。 

    ｃ．農薬・薬品管理台帳を作成し、定期的に農薬・薬品使用状況と数量を定 

     期的に点検する。 

    ｄ．生徒の実験後の薬品の点検を行う。 

     イ．発生時の対応 

    ａ．紛失を確認した場合は、管理者に報告し速やかに全職員に連絡する。 

    ｂ．紛失・盗難が確認された場合いは、現場を保存し、警察に通報する。 

    ｃ．管理者は、紛失した農薬・薬品の種類、数量によって水道水の飲用、プ 

     ール使用等の禁止を検討し、必要と判断したら使用禁止の処置を行う。 

    ｄ．生徒への農薬・薬品の危険性を説明し、所持の確認と全職員による校内 

     の点検と農薬・薬品の捜索を行う。 

    ｅ．管理者は、事件の概要を本庁に報告する。 

    ｆ．水道水、プールへの混入が予想される場合には、保健所、消防署に届け 

     出る。 

 

 

 

 

 



 

 

 (7)成績書類等の紛失・盗難への対応 

   ア．紛失・盗難の予防対策 

    ａ．学校諸表簿の保管や管理についての共通認識を職員全体で持つ。（指導 

     要録、通知票等の諸表簿や生徒の個人情報に関する文書の取扱について 

     は細心の注意を払う） 

    ｂ．諸表簿は学校外に持ち出さない（日頃から、勤務時間内に業務の処理を 

     行う）。 

     イ．紛失・盗難が発生した場合の対応 

    ａ．紛失を確認した場合、管理職に報告し、必要があれば警察に紛失・盗難 

     届けを提出する。 

    ｂ．紛失・盗難が確認された場合は、現場を保存し、警察に通報する。 

    ｃ．管理職は、当該教諭から詳細な事実関係を聴取し、県立学校教育課へ報 

     告する。 

    ｄ．生徒、保護者への事情説明を行う。 

    ｅ．管理職は県立学校教育課の指示を受け、紛失した書類に関する適切な処 

     理を行う。 

 

 

３ 校内救急処置体制 

 １)事故発生時の処置 

      下記経路で連絡を密にし、速やかな処置、適切な処置にあたる。(救急車を呼ぶか、学校

で運ぶか、保護者引き取りか) 

事 故 発 生 
                ※  は養護教諭不在時の処置経路 

  

 

応 急 処 置 

（AED の活用等） 

※AED 設置場所：事務室前玄関 

                 体育館玄関 

 

   

 

 保  健  室 

（ 養 護 教 諭 ） 

 
 学 級 担 任 

 
  教   頭 

  （ 校  長 ） 
 

 

 

   

 

 

 

      

  

 応 急 処 置 
 

 

 

 

 

 保護者への連絡 
 

 

 

 

 

 配車・救急車 

 ＴＥＬ・１１９ 

  

 

   

 

   

  

 

医  療  機  関 

 

 



 

 

 ２) 移 送 

 (１)生命に危険と判断される場合 

     心臓発作、転落事故(頭部外傷)、内臓破裂、広範囲の火傷、その他で生命に危険があると

思われるときは、すみやかに救急車を要請する。 

     ①救急車への連絡 

       イ．電話番号････････１１９ 

    ロ．患者の状態･･････〔例〕転落、意識不明 

    ハ．学校の電話番号及び連絡者氏名 

   ②同行者は医療機関到着後、学校と家庭へ連絡する。(臨機応変) 

 (２)生命に危険はないが医療を必要とする場合 

   ①保護者に連絡をとり学校へ来てもらうか、病院で引き継ぐか相談する。(保険手帳の持参) 

      ②保護者へ連絡がとれない場合の治療費は後日支払いさせる。病院へその旨依頼する。 

 (３)事後処置 

   事後報告････担任または関係職員は、予め学校長へ傷病の状態を報告する。 

 (４)休日等の部活動における救急処置と連絡体制 

  （顧問は、部員にも確約する） 

 

                        事故発見者 

         担 任 

  学校管理者  部活動顧問 

   (校長・教頭)                   家 庭 

                        病   院 

 ３) 保健室利用について 
 

  ①保健室は、応急処置、健康診断、健康相談および保健指導、保健活動の場として利用する。 
 

  ②保健室で休む時は、必ず養護教諭か担任の許可を得て休む。 
 

  ③保健室へ送る時は、他の生徒を同伴させる。必要な時は担任がついてくる。 
 

  ④緊急の場合以外は、来室理由を自分ではっきり言う。(保健室利用簿に記入する) 
 

  ⑤緊急の場合以外は、できるだけ授業中はさけた方がよい。 
 

  ⑥緊急の連絡先を可能な限り知らせておく。変更があるときは、その旨連絡する。(親が不在

の場合は、隣家、親戚にも協力してもらう) 
 

    ⑦担任と保健室との連絡は、「保健室連絡票」を利用する。 
 

  ⑧家庭への連絡は、出来るだけ担任が行う。但し、緊急時、担任不在の時は養護教諭が行う。 
 

  ⑨養護教諭は、いつでも居所を保健室に明示しておく。 
 

  ⑩保健室で休養した場合、気分がよくなったら養護教諭に断ってから教室へ戻る。(自分勝手

に帰らない) 
 

    ⑪保健室から勝手に救急薬品、材料(包帯、リバテープ、湿布剤等)を持ち出さない。 
 

  ⑫養護教諭不在時は、保健室は閉める。(カギは職員室のカギ置き場にあるので、必要に応じ

て授業時または現場に居合わせた職員で手当てする) 

   

 

 ４) 日常の救急処置及び看護について 
 

  ① 内科的なもの 
 
       ・保健室へは必ず担任を通して送ること。(急病以外) 
 



 

 

    ・保健室での休養は原則として１時間以内とする。  
 
       ・学校では内服薬は与えない。    
                                                                          
       ・保健室で休養させる場合は、連絡票によって学級担任または教科担任へ連絡する。 
 

   [早退] 
 
       ・早退のときは、担任との連絡調整によって帰宅させ、不可能な場合は事後連絡する。 
 
    ・１時間休養しても症状がとれない場合は早退させる。 
 
    ・症状が軽く一人で帰す場合でも、家族が在宅かどうか確かめてから帰す。 
 
    ・症状が重い場合は、家族へ連絡して迎えにきてもらう。 
 

    ・伝染病の疑いで早退させる場合は、保健室からその旨の連絡票(受診のすすめ)をもたせる。 
 
    ・体温が３８℃以上は早退させる。それ以下でも一般状態が悪い時は早退させる。 
 

  ② 外科的なもの 
 
       ・保健室でのケガの処置は、原則として学校管理下の当日のけがのみとする。但し、学校

事故の継続や校外での外傷は、随時、相談に応じる。 

 

４ 心肺蘇生法チャート 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ AED の使い方 

 

①ＡＥＤを持ってくる。 

 事故者の意識がないことを確認したら、近くにいる人に 

 ＡＥＤを取りに行くよう依頼する。 

 本校のＡＥＤ設置場所は 

  ⅰ 事務室前の玄関 

  ⅱ 体育館の玄関 

 

  ＡＥＤが到着したら・・・ 

 

②電源ＯＮ！ 

 ＡＥＤの電源を入れる。 

 

 ＡＥＤの種類によってはふたを開けると電源が入るものがあ

る。 

 

 あとは音声の指示に従って操作する・・・ 

 

 

②パッド（電極）の装着 

 衣服をはだけ、何もつけていない胸にパッド（電極）を貼

り付ける。 

 貼り付ける場所は、パッドに絵が描いてあるが、心臓を挟

むような位置に貼り付ける。 

 胸に金属・水分（汗など）があると、効果が低くなる場合

があるので除去する。 

 

③コネクターを挿し、パッドと機械をつなぐ。 

 （機械によっては、最初からつながっているものもある） 

 機械が心臓の波形（心電図）を読み取る。 

 

 



 

 

④パッドと機械がつながると、自動的に解析（心電図の読み取

り）が始まり、除細動が必要な心電図ならば『除細動が必要

です』のメッセージが流れるとともに充電を開始する。 

 

 この際には、誤作動を防ぐため、ならびに除細動を行う際

に、感電することを防ぐため、自分の周りすべての人が患者

に触ってないことを確認する。 

 

 

 

⑤『ショックが必要です』のメッセージがあれば・・・ 

 

 もう一度、誰も患者に触れていないことを確認する。 

 「離れてください」 

 「わたし（機械を操作する人）」 

 「あなた（心肺蘇生を行っている人）」 

 「まわり（他の人すべて）よし！」 

 

 

 

 

⑥除細動（点滅するボタンを押す) 

 

 除細動の準備が整ったら、点滅するボタンがあるので、そ

れを押すと除細動がなされる。 

 

 除細動が完了すると「ただちに胸骨圧迫を開始してくださ

い」などのメッセージが流れるので、これに従ってただちに

胸骨圧迫を開始する。 

 

 心肺蘇生を再開して２分ほど経ったら、除細動後は再度解

析が始まるので、患者には触らない。 

 

 再度『ショックが必要です』のメッセージが流れたら、再度誰も触っていないことを確認し

てから、除細動を行う。 

 

 『ショックは不要です。ただちに胸骨圧迫を開始してください』とメッセージが流れたら、

これに従ってただちに胸骨圧迫を開始する。 

 

いろいろな 

ＡＥＤ 
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７ 緊急避難体制 

（１)災害発生時の対策（校時中）  ※事件等発生時も連絡の流れは基本的に同じ 

                       

                       

 

災 害 発 生 
 

 
 校外で実習 

 

  

生徒の安全確保 
 

教頭（管理者で共有） 
 

校長 
 

 

 

 

 

 

 
生徒の安全確保 

    

           

 

 

校舎外避難の決定と指示（校内放送等） 
 

応 急 処 置 
 

 

 

 
応急処置 

  
救急車 

（119） 
   

 

 

 

 

    

 

                            

        

学級（教科）担任 
  

 

 

近くの避難所へ避難 

☆海上の場合、沖出しか、 

港へ戻るか判断 

  

 

 

 

 

校舎外避難・運動場・津波の恐れがある場合はカママ嶺公園 

  

救急車（119） 

警 察（110） 

 

 

 

 

学校災害対策本部の設置 

（校長からの指示・役割確認） 

①関係者からの聴き取り（教頭） 

②保護者への連絡（担任・副担任等） 

③報道機関への対応（渉外） 

④事務の統括（事務長） 

⑤情報の収集・整理（教務主任） 

⑥教育再開準備（行事係） 

⑦生徒への指導（担任・教科担任・各学科） 

⑧救護活動（他の職員） 

★生徒の点呼・安否確認 

★情報収集 

★被害状況確認 

★外部機関との連携 

★今後の対応検討 

★別の場所に避難した 

 教員との連絡 

 

※事件の場合は関係者に 

よる委員会を設置する 

 

 

  

 

                       
       
                       

保護者への連絡 
 

 教育委員会への連絡 

                                  ※引き渡しの確認            ※事故は保健体育課 

                                                              ※事件は県立学校教育課 

（２)災害発生時の対策（登下校時） 

  ①生徒は自分で判断し、安全な場所へ避難する。 

  ②職員は安全を確保した後、生徒の安全を確認し、学校へ連絡する。 

  ③学校災害対策本部を設置し、今後の対応を検討する。 

 



 

 

８ 緊急避難時の生徒の帰宅 

（１）生徒の掌握 

 ①担任または教科担任が生徒の現在数を確認する。 

 ②教頭へ報告する。 

（２）保護者への連絡 

 ①各自の携帯電話等を使って保護者へ連絡する。 

 ②迎えに来られる保護者と来られない保護者を掌握する。 

 ③保護者が学校に到着した生徒から帰宅させる。 

（３）保護者と連絡が付かない生徒について 

 ①連絡が付くまで学校に待機させる。 

 ②連絡が付いた時点で、迎えが可能か否か確認する。 

 

（４）安全な帰宅が保証できない生徒について 

 ①学校に待機させる。 

 

 

 
生徒の掌握 

①生徒の現在数を確認 

②教頭へ報告 

 

 

 
保護者へ連絡 

 

 

 

 
連絡不可 

 

 
 連絡可 

 

 

保護者以外から 

自宅の安全確認 

 

 

 

学校待機 
 

 

 

送迎不可 
 

 

 

送迎可 

 帰宅経路確保 

自宅の安全確保 

 

 

 

 

 

帰宅経路危険 

自宅危険 
  

  

 
 帰宅経路確保 

自宅の安全確保 

   

 

 

 

危険 
 

 

 

安全 
 

 

     
保護者到着確認 

 

 

 

学校待機 

学校待機 
 

 

 

職員で送迎 
   

   
保護者へ引き渡し 
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１０ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

１２－② 弾道ミサイルに関わる J アラート対応マニュアル 

 

※このマニュアルは、J アラートによる国民保護情報対象地域に「沖縄県」が入っている とき

のものです。 

 

１．登校前の在宅時にミサイル発射情報（J アラート発報）があった場合 

 ・自宅で待機してください。（窓から離れる。窓のない部屋があればそこへ移動する） 

★「避難指示が解除されるまで」上記の対応を継続する。 

★携帯に届く緊急速報やデレビ・ラジオなどの情報をもとに、冷静に判断・行動する。 

 

 

 

 

 ・「避難指示が解除」されたら、すみやかに登校してください。 

★登校時間が通常よりもずれ込む場合は、登校すべき時刻等の情報を学校ホームページ、 teams、

メルぽんなどで連絡しますので、各自しっかり確認をして安全に気をつけて登校してください。 

 

 

２．登校中にミサイル発射情報（J アラート発報）があった場合 

・できるだけ頑丈な建物の中に入る。 

・建物内に避難する余裕のない場合は、物陰に身を隠す、又は地面に身を伏せて頭部を守る。 

★「避難指示が解除されるまで」上記の対応を継続する。 

★携帯に届く緊急速報やデレビ・ラジオなどの情報をもとに、冷静に判断・行動する。 

 

 

 

 

 ・「避難指示が解除」されたら、すみやかに登校してください。 

★登校時間が通常よりもずれ込む場合は、登校すべき時刻等の情報を学校ホームページ、 teams、

メルぽんなどで連絡しますので、各自しっかり確認をして安全に気をつけて 登校してください。 

 

 

 

 

 ・担任は、生徒の出席状況を確認。（※欠席連絡がない場合等の場合、要家庭連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．学校管理下でミサイル発射情報（J アラート発報）があった場合 

 

屋内の場合 

 

 

 

 

 

屋外の場合 

 

 

 

 

 

窓から離れる。窓のない部屋があれば

そこへ移動する 

★「避難指示が解除されるまで」上記の

対応を継続する。 

★教科担任の先生等の指示を仰ぎながら

冷静に判断・行動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・速やかに、できるだけ頑丈な建物

（校舎等）の中に入る。 

・校舎や農場等から離れている場合は、

近くの公共施設等に避難する。 

★「避難指示が解除されるまで」上記の

対応を継続する。 

 

 

 

 

 

・教職員は、生徒の安全を最優先に、情報収集を行う。 

・学校の非常時連絡網、teams 等を使い、状況や対応のあり方に関して連絡を取り合う。 

 

 

 

 

 

 

・「避難指示解除」の後、安全が完全に確認された上で、授業等の再開を判断する。 

・教科担任等は、生徒の所在と安全確認を確実に行った上で、授業を再開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



疾病の治療に努めよう 生活リズム回復に努めよう 目の健康を考えよう 生活習慣について考えよう。 風邪・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防 風邪・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防 心の健康について考えよう 耳の健康について考えよう

夏季の健康と水難予防 飲酒、喫煙について考えよう に努めよう に努めよう 風邪・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防 1年間の健康生活を

大即売会における保健指導 生活リズム回復に努めよう に努めよう 振り返ろう

入学式・始業式 定期健康診断 定期健康診断 職員健康診断 地区秋季陸上 卒業献血（3年） 防災訓練（地震・津波） 学校保健委員会② サトウキビ収穫実習 予餞会 卒業式・修了式

新入生オリエンテーション プール開き 海神祭 学校保健委員会① 地区新人体育大会 沿岸航海実習（2年海洋） 薬物乱用防止講演会 宮総実フェア 地区高校新人駅伝大会

遠洋実習（３年海） 地区夏季総体 ★性教育講演会 救急救命講習会 生産物即売会 体験乗船実習（1年海） 校内ロードレース大会 学校保健委員会③

定期健康診断 生徒総会 防災訓練（火災） 学園祭

健康診断・体力テスト 高校総体

親睦球技大会

保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行 保健だより発行

保健調査、心臓病調査 日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 疾病異常者治療勧告 疾病異常者治療勧告 疾病治療状況調査 未検査者受診勧告 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ罹患状況調査 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ罹患状況調査 休暇中の健康調査 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ罹患状況調査 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ罹患状況調査

新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 加入手続き(新入生) 未検査受診勧告 未検査者受診勧告 健康相談 疾病治療状況調査 学校保健調査 健康相談 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ罹患状況調査 健康相談 健康相談、感染症対策

健康相談 健康相談 健康相談 健康相談 感染症対策 健康相談 健康相談 感染症対策 健康相談 感染症対策 本年度の反省、評価

感染症対策 感染症対策 感染症対策 感染症対策 感染症対策 感染症対策 感染症対策 次年度への課題

安全点検 安全点検 安全点検 安全点検 安全点検 安全点検 安全点検 安全点検 安全点検 安全点検 安全点検

薬品点検、水質検査 薬品点検 薬品点検 薬品点検 薬品点検 薬品点検 薬品点検 薬品点検 薬品点検 薬品点検 薬品点検

保健室備品、器具等 水質検査 飲料水水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査

の点検、環境作り 水質検査(プール・潜水プール） 検査器具の消毒、保管 全体清掃 全体清掃 室内環境検査 照度検査 全体清掃 全体清掃 全体清掃

全体清掃 保健室寝具点検、清掃 ﾀﾞﾆ又はﾀﾞﾆｱﾚﾙｹﾞﾝ検査 保健室寝具点検、清掃 保健室寝具点検、清掃

健康の考え方と成り立ち 生活習慣病とその予防 運動・休養と健康 薬物乱用と健康 精神疾患の予防と回復 性感染症・エイズとその予防 ★交通事故を防ぐために 食品の安全を守る活動 日常的な応急手当 心肺蘇生法の原理 課題学習発表

私たちの健康のすがた ★がんの原因と予防 喫煙と健康 精神疾患の特徴 健康に関する意志決定・行動選択 交通事故の現状と要因 応急手当の意義とその基本 日常的な応急手当の実践 心肺蘇生法の実践

健康に関する意思決定 食事と健康 飲酒と健康 中高年と健康 保健サービスとその活用 水質汚濁と健康 環境汚染を防ぐ取り組み 働くことと健康 余暇の有効活用

思春期と健康 ★妊娠出産と健康 感染症とその予防 医薬品とその活用 さまざまな保健活動や対策 土壌汚染と健康 ゴミの処理と上下水道整備 働く人の健康づくり 課題学習

★性への関心・欲求と性行動 ★避妊法と人工妊娠中絶 結婚生活と健康 医療サービスとその活用 大気汚染と健康

生物の共通性の由来 代謝とエネルギー 遺伝子とDNA 細胞と遺伝子の働き 生物の体内環境 体内環境を維持するしくみ 生体防御 植生と遷移 気候とバイオーム 生態系と物質循環 生態系のバランスと保全

青年期としての在り方生き方 生活設計と生活時間 高齢者の生活 食品添加物と食中毒 環境と人間生活 食料生産と食料問題 青年期の生き方と結婚 ★妊娠と出産 人間と環境 子どもの人間形成と生活環境 保育所・幼稚園訪問

家庭と家庭生活 青年期としての在り方生き方 ボランティア活動 栄養と食事・栄養素 食生活と健康 保健機能食品、嗜好食品 食生活の安全と環境 消費者としての選択と意志決定 乳幼児の発育と親の役割 環境を守るライフスタイル 住宅問題を考える

子どもの育つ力 ★子育てと親の役割 子どもの育つ環境 栄養と献立 食品の選択と管理 栄養所要量と食品摂取量の目安 子どもの病気とその予防 健康的に住む 消費行動と環境 環境を生かして住む バリアフリーウォッチング

食意識の多様化、選択 それぞれの人・それぞれの家族 支え合う暮らし ボランティア活動への参加 各栄養素の性質と代謝 現代の子どもの健康 基本的生活習慣の取得 育つ・育てる・育ち合う保育 快適に住む、災害に備える 安全な住まい 新エンゼルプラン

自分を見つめる 男女で担う家庭生活 衣生活の管理 病気の子どもの看護 保護者としての具体的な援助 ★子ども虐待、児童憲章 これからの子どもの福祉

課題研究計画 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究レポート作成 課題研究発表 課題研究反省・評価

緊急時の連絡体制の確認 健康診断事前事後指導 健康診断事前事後指導 夏休みの過ごし方 健康調査 目の健康について 風邪、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防について 風邪、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防について 風邪、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防 風邪、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防 1年間を振り返って

新入生オリエンテーション 疾病異常者の保健指導 疾病異常者の保健指導 飲酒喫煙防止について 緊急時連絡体制の確認 防災についての知識 冬休みの生活プラン について について 進級を前に健康生活のまとめ

健康診断事前事後指導 個々の健康状態把握 「歯」と「タバコ」 治療の必要性 救急の日 生活環境の自己管理 風邪、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防

について

保健委員会活動計画 健康診断補助 健康診断補助 新入生歓迎球技大会 2学期活動計画について 卒業献血 教室の換気 世界エイズデーに向けて ３学期活動計画について 教室の換気 反省と次年度計画

健康診断補助 生徒総会 「世界禁煙デー」によせて 1学期の活動反省 教室の換気 教室の換気 予餞会 教室の換気

対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握 対象者の把握

問題の把握と目標設定 計画作成、役割分担 保健指導の実施と評価 保健指導の実施と評価 問題の把握と目標設定 計画作成、役割分担 保健指導の実施と評価 保健指導の実施と評価 問題の把握と目標設定 計画作成、役割分担 保健指導の実施と評価

学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談 学級担任による教育相談

生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会 生徒保健委員会

生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会 生徒美化委員会

保健部会 保健部会 保健部会 学校保健委員会 保健部会 保健部会 保健部会 学校保健委員会 保健部会 保健部会 学校保健委員会
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月 4 5 32

自己の健康状態を正
しく把握し、身体の健
康に努めよう。

口腔の清潔を保ち、う
歯の早期発見・治療に
努めよう
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安全な通学 救急体制の確認、確立 災害時の対処法 夏季の交通安全指導 学校環境の安全確認 行事における安全指導 冬季の健康安全 冬季休業中の安全指導 交通安全の指導 交通安全の指導 春季休業中の安全指導

来校者受付名簿の備付 交通安全教育 健康診断の徹底 水難事故防止の指導 防災上の心得指導 交通安全の指導 交通安全の指導 交通安全の指導 学校環境の安全確認 施設設備の点検 交通安全の指導

学校環境の安全確認 水泳時の安全指導 夏季の健康安全 台風時の心得指導 行事における安全指導 行事における安全指導 行事における安全指導 施設設備の点検

入学式・始業式 定期健康診断 定期健康診断 職員健康診断 地区秋季陸上 卒業献血（3年） 防災訓練（地震・津波） 学校保健委員会② サトウキビ収穫実習 予餞会 卒業式・修了式

新入生オリエンテーション プール開き 海神祭 学校保健委員会① 地区新人体育大会 沿岸航海実習（2年海洋） 薬物乱用防止講演会 宮総実フェア 地区高校新人駅伝大会

遠洋実習（３年海） 地区夏季総体 性教育講演会 救急救命講習会 生産物即売会 体験乗船実習（1年海） 校内ロードレース大会 学校保健委員会③

定期健康診断 生徒総会 親睦球技大会 防災訓練（火災） 学園祭

健康診断・体力テスト 高校総体

歓迎球技大会

実習の安全 農具の正しい使い方 農薬の取扱 夏季休業実習の心得 農業器具の安全運転 実験器具、薬品の取扱 農場での大型機械使 温室の環境と安全 住まいの安全 住まいの安全 住まいの安全

実習服検査 実習時の安全 食中毒について 交通事故とその現状 環境について 無菌、殺菌消毒 用の注意 冬季休業中の実習の 実習服検査 農場、実習棟の点検 薬品、機具等の安全点検

体育館、グラウンド、 被服実習、調理実習 被服と安全 球技用具の点検 実習服検査 食品の取扱 食品の取扱 心得 交通事故の現状と要因 応急手当の意義と基本 環境の安全

プール、武道場の点検 上の注意 食品と調理時の注意 体育館、グラウンド、 乳幼児の安全 大気汚染と健康 薬品整理点検 環境汚染を防ぐ取り組み 交通事故を防ぐために 日常的な応急手当 介護実習

球技用具点検 ﾌﾟｰﾙ用具点検 障害者ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ プール、武道場の点検 球技における安全指導 水質汚濁、土壌汚染と健康 ゴミの処理と上下水道の整備 食品の安全を守る活動 心肺蘇生法の原理と行い方

農薬の取扱い 看護体験ボランティア 武道における安全指導

農具の正しい使い方 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ問題と生活

課題研究計画 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究 課題研究

安全な高校生活 交通マナー 通学時の安全ﾏﾅｰ 夏休みの心得 二学期の心得 交通事故と責任 生産物即売会の安全 冬休みの心得 運転免許取得と所持調 自転車の安全な利用 春休みの心得

登下校時の交通安全 自転車の安全と車両事故防止 部活動と安全な生活 ｵｰﾄﾊﾞｲ事故と責任 登下校の安全 高校生の交通事故 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用

救急体制の確認 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 防災避難訓練 交通ﾏﾅｰと人命

自転車通学者調べ 運転免許取得と所持調 サトウキビ収穫作業時の安全

安全な高校生活 交通マナー 交通ﾏﾅｰの確立 夏休みの心得 二学期の心得 交通事故と責任 生産物即売会の安全 冬休みの心得 運転免許取得と所持調 自転車の安全な利用 春休みの心得

登下校時の交通安全 自転車の安全と車両事故防止 自転車の安全な利用 ｵｰﾄﾊﾞｲ事故と責任 登下校の安全 高校生の交通事故 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用

救急体制の確認 部活動と安全な生活 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 防災避難訓練 自転車の安全な利用 交通ﾏﾅｰと人命

自転車通学者調べ 就業体験実習時の安全 運転免許取得と所持調 サトウキビ収穫作業時の安全

安全な高校生活 交通マナー ｵｰﾄﾊﾞｲの安全な利用 夏休みの心得 二学期の心得 交通事故と責任 生産物即売会の安全 冬休みの心得 運転免許取得と所持調自転車の安全な利用 卒業後の心得

登下校時の交通安全 自転車の安全と車両事故防止 ｵｰﾄﾊﾞｲの事故と責任 ｵｰﾄﾊﾞｲ事故と責任 登下校の安全 高校生の交通事故 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 就職・進学休みの心得

救急体制の確認 部活動と安全な生活 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 自転車の安全な利用 防災避難訓練 交通ﾏﾅｰと人命

自転車通学者調べ 運転免許取得と所持調 サトウキビ収穫作業時の安全

春の交通安全運動 海神祭・海での安全 交通事故パネル展 秋の交通安全運動 防災避難訓練時の安全 大即売会における安全 予餞会での安全 春休みの心得

保健委員会 夏の交通安全運動 農家見学時の注意

歓迎球技大会の安全
事故発生時の連絡体制の確認 地域見学での安全 農機具の使用注意 農機具の使用注意 農機具の使用注意 農機具の使用注意 農機具の使用注意 休暇実習時の心得 農機具の使用注意 農機具の使用注意 休暇実習時の心得
通学方法の把握 連休中の諸注意 休暇実習の注意 薬品等の使用注意 農機具の使用注意 農機具の使用注意

家庭環境調査 農機具の使用注意 交通安全週間

乗船実習の心得 就業体験実習での心得

農機具の使用注意

学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備 学校環境の安全点検・整備

農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備 農薬等の保管整備

実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検 実習棟の安全点検

水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査 水質検査

自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止 自転車通学許可とバイク通学禁止

校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導 校内外の巡視指導

免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導 免許取得者の指導

校門立ち番指導 校門立ち番指導 校門立ち番指導 健康診断結果と生活指導 校門立ち番指導 校門立ち番指導 校門立ち番指導 校門立ち番指導 校門立ち番指導 校門立ち番指導 校門立ち番指導

保健部会 保健部会 保健部会 保健部会 保健部会 保健部会 保健部会 保健部会 保健部会 保健部会 保健部会

教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会 教育相談部会

環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会

夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール 夜間パトロール
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項目　　　　月 4 5 6 7・8 9 10 11 12 1 2 3

月の重点

学校行事

安
　
　
全
　
　
教
　
　
育

教
　
科

総合
学習

1
年
H
R
2
年
H
R
3
年
H
R
生
徒
会

安
　
全
　
管
　
理

対
人
管
理

学
校
生
活

対
物
管
理

学
校
環
境

 安全確保に 各部署の安全点検
（第2週目） 関する点検

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

課外指導
個別指導

ＰＴＡ等
組織活動

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

各部署の安全点検
（第2週目）

[
２
]
学
校
安
全
計
画



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

係（別紙一覧） 役　　　　割

・防災用具の点検

・校舎破損個所の点検報告

・火災予防及び火気取り締り

・防災害等の心得指導等

・防災用具の保管管理

・火災報知器、消火器、消火栓

  水道栓等の整備点検

・危険物貯蔵施設（ガス置き場等）

  火気使用施設（湯沸かし室等）

  電気設備の整備

・各教科等で使用する薬品、燃料

　類の保管点検

-39-

各火元責任者

消化設備管理 事　務　長

光熱器具管理

可燃薬物等管理

各火元責任者
（事　務）

各火元責任者
各学科
理　科

・水産部長

・商業部長

本校の防火組織は下記のとおりである。

ⅩⅣ　学校防災計画

［１］学校防災計画

［２］平常時における防火防災体制（予防管理体制）

火気取扱者は、使用後責任をもって残り火を始末し、警備員に連絡する。

警備員は、防火の重要性を自覚し、常に火気に対する注意と警戒を忘れず、特に火気取扱者より
連絡を受けた場所に留意し、警備にあたる。

防火訓練は、毎学期１回実施する。但し、必要に応じては随時実施することもある。訓練に際し
ては、 宮古島市消防本部の協力を求めることもある。

電気設備、ガス設備、かまど、ボイラー、煙突、焼却場等、発火するおそれのある場所並びに防
火設備の点検は随時おこない、整備につとめ、年１回は専門家に依頼する。

各室の鍵は各１個を所定の場所に保管し、非常事態に備える。

学校若しくは学校付近に火災発生の場合は、学校職員及び市内又は近郊に在住する生徒は直ちに
参集し事態に即応した統制ある行動をする。

学校防災については、沖縄県立学校管理規則（昭和４７年５月１５日教育委員会規則第７号）に
よるほか、下記に定めることによる。

本校施設設備の安全管理と警備及び防災に関する徹底を期し、非常処理、異常事態における人
的、物的被害の軽減を図ることを目的とする。

防火、防災管理者は、学校の防火防災計画を立案し、防火設備、防火訓練等の推進にあたる。

火元責任者は、担当室の「火の用心」に責任を持ち、火災予防に万全を期す。

校舎防火管理

防火防災本部

・校　　長

・教　　頭

・事 務 長

・農 場 長



１

２

３

４

５
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警備員又は警備会社は、災害発見と同時に本部上記中１，２，３，････の順で連絡
し、その後適切な行動をとり、物的被害を最小限度にくい止めるよう、最善の努力を
する。

連絡を受けた本部職員は直ちに集合し、適切な状況判断のもとに、遂次集合する職
員、生徒に適切な連絡を発して迅速に活動を開始する。

本部より発せられる指令は、その時の状況判断によってなされるが、一般に上記表中
最下の１，２，３，４，５の順とする。

台風前後の対策や整理も上表に準ずるが、対策や整理活動指令は本部で適切に発す
る。
農作物や家畜等についての台風前後対策については、農場長を中心に農場部職員間で
話し合い、職員生徒の協力を得て万全を期すものとする。

１ ２ ３ ５

消
火
活
動

非
常
持
出
し

運
水
（

砂
）

活
動

救
護
活
動

警
備
活
動

４

 参加する職員
 生徒への適切
 な指令

４．事務長
５．農場長
６．水産部長
７．商業科主任

職員連絡

［５］夜間又は休日等における防火防災体制

１．消防隊
２．教頭
３．校長

連　絡
班　長
通　報

防火防災本部

警備員又は
警 備 会 社


